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昭
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二
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第
百
八
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定
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五
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付
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。
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成
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者
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十
三
号
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九
条
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に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日
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指
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号

（
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県
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類
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０
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〇
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事
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と
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成
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株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町

七
番
八
号

平
成
二
十
八
年

三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
五
年

二
月
二
十
六
日

第
五
四
七
号

混
合
有
機
質
肥
料

バ
イ
オ
ノ
有
機
Ｐ

Ｅ
Ｒ
６
・
５

六
・
五

四
・
〇

二
・
五

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

大
成
農
材
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町

七
番
八
号

平
成
二
十
八
年

三
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
は
、
失
効
し

た
。
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城
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失
効
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

窒
素
全
量
り
ん
酸
全
量

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

平
成
二
十
五
年

一
月
二
十
五
日

第
五
四
五
号

な
た
ね
油
か
す
及

び
そ
の
粉
末

粒
状
な
た
ね
５
２

１

五
・
〇

二
・
〇

一
・
〇

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
十
三
番
五
号

平
成
二
十
五
年

二
月
十
三
日

第
三
七
八
号

蒸
製
骨
粉

蒸
製
骨
粉

三
・
五

二
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限
事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ

ー
ル
株
式
会
社

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二
番
七
号

平
成
二
十
五
年

二
月
十
三
日

第
四
二
〇
号

魚
か
す
粉
末

９
・
０
魚
粕
粉
末

九
・
〇

三
・
〇

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ

ー
ル
株
式
会
社

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二
番
七
号
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〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
吉
田
中
部
地
区

土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

亘
理
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
名
取
地
区
土
地

改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

岩
沼
市
役
所　

名
取
市
役
所　

仙
台
市
太
白
区
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
吉
田
西
部
地
区

土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

平
成
二
十
五
年

二
月
十
三
日

第
四
二
一
号

魚
か
す
粉
末

８
・
０
魚
粕
粉
末

八
・
〇

四
・
〇

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ

ー
ル
株
式
会
社

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二
番
七
号

平
成
二
十
五
年

二
月
十
三
日

第
四
二
二
号

魚
か
す
粉
末

７
・
０
魚
粕
粉
末

七
・
〇

五
・
〇

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ

ー
ル
株
式
会
社

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二
番
七
号

平
成
二
十
五
年

二
月
十
三
日

第
五
二
三
号

魚
か
す
粉
末

魚
粕
７

－

７

七
・
〇

七
・
〇

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ

ー
ル
株
式
会
社

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二
番
七
号

平
成
二
十
五
年

二
月
十
三
日

第
五
二
七
号

魚
か
す
粉
末

お
魚
燐
さ
ん

五
・
〇

一
三
・
〇

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ

ー
ル
株
式
会
社

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二
番
七
号

平
成
二
十
五
年

二
月
十
三
日

第
五
三
六
号

魚
か
す
粉
末

魚
粕
６
・
５
Ｗ

六
・
五

六
・
五

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ

ー
ル
株
式
会
社

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二
番
七
号

平
成
二
十
五
年

二
月
十
三
日

第
五
五
二
号

甲
殻
類
質
肥
料
粉

末

カ
ニ
ガ
ラ

三
・
〇

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ

ー
ル
株
式
会
社

宮
城
県
石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二
番
七
号

宮　　城　　県　　公　　報
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立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

亘
理
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
高
屋
・
鳥
屋
崎

地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

亘
理
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
吉
田
南
部
地
区

土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

亘
理
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別
及
び
名
称

　

１　

変
更

　
　

 　

名
称　

三
・
六
・
二
十
六
号
渡
波
駅
肴
町
線
、
三
・
六
・
二
十
七
号
浜
曾
根
南
町
線
、
三
・
六
・
二
十
八
号
万

石
橋
塩
富
線
、
七
・
六
・
二
号
伊
勢
町
長
浜
線
、
七
・
六
・
四
号
裏
町
長
浜
線

　

２　

廃
止

　
　
　

名
称　

三
・
五
・
二
十
三
号
渡
波
長
浜
線

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

宮　　城　　県　　公　　報
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土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

利
府
町
野
中
南
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
十
三
本
塚
百
四
十
二
番
地
の
一

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

四　

変
更
の
内
容

　
　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

（
変
更
前
）
第
五
条　

こ
の
組
合
の
事
務
所
は
、
宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
十
三
本
塚
百
四
十
二
番
地
の
一
に
置
く
。

　
　

（
変
更
後
）
第 

五
条　

こ
の
組
合
の
事
務
所
は
、
宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
南
野
中
沢
四
十
三
番
地
の
百
九
十
三
に

置
く
。

　
　

役
員
の
定
数

　
　

（
変
更
前
）
第
十
条　

こ
の
組
合
の
役
員
の
定
数
は
、
理
事
九
人
、
監
事
三
人
と
す
る
。

　
　

（
変
更
後
）
第
十
条　

こ
の
組
合
の
役
員
の
定
数
は
、
理
事
七
人
、
監
事
三
人
と
す
る
。

五　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

石
巻
市
南
境
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
南
境
字
鶴
巻
三
十
三
番
地
一

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
を
退
任
し
た
者

　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　

梶　

原　

武　

德　
　

石
巻
市
南
境
字
中
斉
四
十
六
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
東
土
地
改
良
区

役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

薩　
　

川　
　

昌　
　

則　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

佐

藤　
　
　

稔

仙
台
市
若
林
区
三
本
塚
字
中
谷
地
二
百
二

十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

芳

賀

健

一

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
一
丁
目
五
番
三
号

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

佐

藤

善

一

仙
台
市
若
林
区
荒
浜
字
南
丁
五
十
八
番
地

の
二

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

瀬

戸　
　
　

剛

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
一
丁
目
一
番
三
十

五
号

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

熊

坂

利

美

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
四
ツ
谷
東
十
四
番

地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

齋　
　
　

久

義

仙
台
市
若
林
区
藤
塚
字
屋
敷
三
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

遠

藤　
　
　

忠

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
寺
袋
浦
十
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

渡

邊

権

哉

仙
台
市
若
林
区
二
木
字
山
王
二
十
一
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

小

島

一

美

仙
台
市
若
林
区
飯
田
字
屋
敷
五
十
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

芳

賀　
　
　

正

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
鍋
沼
四
十
四
番

地
の
二

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

庄

子

喜

朗

仙
台
市
若
林
区
長
喜
城
字
御
蔵
前
十
六
番

地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

木

村

浩

市

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
宅
地
十
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

相

澤

宏

信

仙
台
市
若
林
区
沖
野
七
丁
目
三
十
五
番
五

号

理

事
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平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山

田

一

雄

仙
台
市
若
林
区
沖
野
二
丁
目
十
一
番
十
五

号

監

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

色

川

善

勝

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
四
丁
目
一
番
十

六
号

監

事

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

伊

藤

憲

一

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
札
屋
敷
五
十
五
番

地

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

佐

藤　
　
　

稔

仙
台
市
若
林
区
三
本
塚
字
中
谷
地
二
百
二

十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

芳

賀

健

一

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
一
丁
目
五
番
三
号

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

佐

藤

善

一

仙
台
市
若
林
区
荒
浜
字
南
丁
五
十
八
番
地

の
二

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

瀬

戸　
　
　

剛

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
一
丁
目
一
番
三
十

五
号

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

熊

坂

利

美

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
四
ツ
谷
東
十
四
番

地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

齋　
　
　

久

義

仙
台
市
若
林
区
藤
塚
字
屋
敷
三
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

遠

藤　
　
　

忠

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
寺
袋
浦
十
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

渡

邊

権

哉

仙
台
市
若
林
区
二
木
字
山
王
二
十
一
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

小

島

一

美

仙
台
市
若
林
区
飯
田
字
屋
敷
五
十
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

木

村

浩

市

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
宅
地
十
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

相

澤

宏

信

仙
台
市
若
林
区
沖
野
七
丁
目
三
十
五
番
五

号

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

相　

原　

勝
太
郎

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
原
屋
敷
十
一
番

地
の
二

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

今

野

靖

夫

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
矢
取
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山

田

一

雄

仙
台
市
若
林
区
沖
野
二
丁
目
十
一
番
十
五

号

監

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

色

川

善

勝

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
四
丁
目
一
番
十

六
号

監

事

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

伊

藤

憲

一

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
札
屋
敷
五
十
五
番

地

監

事

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

平
成
二
十
五
年
度
税
務
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
業

務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
税
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ　

東
京
都

江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

五　

契
約
金
額　

二
千
八
百
七
十
二
万
八
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
該
当

議　
　
　

会

〇
宮
城
県
議
会
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。）第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
条
例
の
施
行
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
長　
　

中　
　

村　
　
　
　
　

功　
　
　

平
成
24年
度

　
１
　
公
文
書
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
　
　
条
例
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

受
付
件
数

処
　
　
　
　
理
　
　
　
　
状
　
　
　
　
況

開
示

部
分
開
示
非
開
示
存
否
応
答

拒
否

文
書

不
存
在
取
下
げ
処
理
中
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選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

み
ん
な
の
党
参

議
院
宮
城
県
第

２
支
部

和
田　

政
宗

和
田　

美
穂

仙
台
市
青
葉

区
上
杉
一

－

三

－

二
二

参
議
院
議
員

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
七
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

秋
本
よ
し
の
り
後
援
会

保
科　
　

毅

陶
久　

尚
子

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
中
央
三

－

一
六

－

一
四

平
成
二
十
五
年

 

二
月
二
十
六
日

日
下
し
ん
後
援
会

熊
谷　
　

毅

日
下　
　

修

登
米
市
中
田
町
宝
江
黒
沼
字
下
道
六
六

－

一

平
成
二
十
五
年

 

三
月
一
日

ご
の
い
惣
一
郎
後
援
会

石
川
儀
一
郎

遠
藤　

慶
一

東
松
島
市
赤
井
字
川
前
五

－

七
四

平
成
二
十
五
年

 

一
月
十
六
日

斎
藤
ゆ
う
い
ち
後
援
会

鈴
木　

正
行

小
野　

芳
美

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
船
岡
字
新
生
町
五

－

六

平
成
二
十
五
年

 

二
月
二
十
六
日

白
鳥
あ
き
ひ
ろ
後
援
会

千
葉　
　

繁

佐
々
木　

衛

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
四

－

八

－

七

平
成
二
十
五
年

 

三
月
五
日

す
ど
う
慎
後
援
会

髙
橋　

新
一

須
藤　

京
子

柴
田
郡
大
河
原
町
字
上
川
原
四
七

－

三

一

平
成
二
十
五
年

 

二
月
十
八
日

ふ
じ
た
と
し
ひ
こ
後
援

会

鈴
木　

安
夫

藤
田　

利
彦

石
巻
市
渡
波
字
黄
金
浜
一
〇
九

－

三

平
成
二
十
五
年

 

三
月
六
日

藤
田
利
彦
と
未
来
の
石

巻
を
考
え
る
会

藤
田　

利
彦

鈴
木　

安
夫

石
巻
市
渡
波
字
黄
金
浜
一
〇
九

－

三

平
成
二
十
五
年

 

三
月
六
日

宮
城
県
歯
科
衛
生
士
連

盟

奥
谷　

房
子

奥
谷　

房
子

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
一

－

五

－

一

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
二
日

　

ロ　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体

の　

名　

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

届
出
年
月
日

和
田
政
宗
後
援

会

和
田　

政
宗

和
田　

美
穂

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一

－

三

－

二
二

参
議
院
議
員

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
五
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

6
6

0
0

0
0

0
0

　
（
注
 ）「
存
否
応
答
拒
否
」
と
は
，
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
決
定
を
言
い
，「
文
書
不
存

在
」
と
は
，
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
決
定
を
言
う
。

２
　
異
議
申
立
て
の
状
況

　
 　
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
，
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年

法
律
第
160号

）
第
６
条
の
規
定

に
基
づ
き
異
議
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況

異
議
申
立
て
件
数

処
　
　
　
　
理
　
　
　
　
状
　
　
　
　
況

決
　
　
　
　
　
　
　
定

取
下
げ
審
理
中
そ
の
他

却
下

棄
却
認

容
一
部
認
容

0
0

0
0

0
0

0
0

　
（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
宮
城
県
議
会
情
報
公
開
審
査
会
に
未
だ
諮
問
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
言
う
。

　
⑵
　
件
名
及
び
処
理
状
況

異
議
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
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㈠　

政
党
の
支
部

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
女
川
町
支
部

会
計
責
任
者

の

氏

名

鈴
木　

敬
幸

石
森　

洋
悦

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
九
日

自
由
民
主
党
21
世
紀
宮
城

を
つ
く
る
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

多
賀
城
市
中
央
二

－

一

九

－

二
四

仙
台
市
太
白
区
人
来
田

一

－

二
七

－

二
八

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
九
日

　

代

表

者

の

氏

名

枡
田　

孝
一

奥
山　

隆
男　

自
由
民
主
党
利
府
町
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

宮
城
郡
利
府
町
花
園
三

－

二
三

－

七

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字

土
橋
八
五

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
二
日

民
主
党
宮
城
県
第
４
区
総

支
部

会
計
責
任
者

の

氏

名

石
山　

育
恵

佐
々
木　

晋

平
成
二
十
五
年

 

一
月
二
十
五
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

安
部
周
治
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

宇
佐
美　

研

菅
原
冨
士
郎

平
成
二
十
五
年

 

二
月
十
五
日

石
森
市
雄
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

石
森　

信
子

渥
美　

義
孝

平
成
二
十
五
年

 

二
月
四
日

石
山
け
い
き
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

石
山　

敬
貴

佐
々
木
啓
一

平
成
二
十
五
年

 

一
月
二
十
五
日

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

石
山　

育
恵

斉
藤
き
え
子

　

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
第
一
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
か

つ
法
第
十
九
条
の
七
第

一
項
第
二
号
に
係
る
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一

項
第
二
号
に
係
る
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体

　

（
公
職
の
種

類
）

衆
議
院
議
員

石
山
け
い
き
を
支
え
る
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

加
美
郡
加
美
町
字
南
寺

宿
七

－

六

塩
竈
市
尾
島
町
四

－

一

平
成
二
十
五
年

 

一
月
二
十
五
日

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

石
山　

育
恵

佐
々
木　

晋

一
匡
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

末
永　
　

淳

横
田　

由
美

平
成
二
十
五
年

 

二
月
二
十
八
日

伊
藤
康
志
三
本
木
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

大
崎
市
三
本
木
蒜
袋
字

南
屋
敷
一
二

－

一

大
崎
市
三
本
木
新
沼
字

中
谷
地
屋
敷
八
三

平
成
二
十
五
年

 

三
月
十
二
日

　

代

表

者

の

氏

名

吉
田　

義
隆

庄
司　
　

操

猪
股
俊
一
後
援
会

代

表

者

吉
岡　

利
文

石
垣　

正
年

平
成
二
十
五
年

の

氏

名

 

二
月
二
十
八
日

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

上
遠
野　

勝

吉
岡　

利
文

お
お
つ
き
正
俊
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

高
橋　
　

富

鈴
木　

忠
雄

平
成
二
十
五
年

 

三
月
八
日

岡
崎
た
か
し
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

柴
田
郡
大
河
原
町
大
谷

字
町
向
一
〇
三

－

二
三

柴
田
郡
大
河
原
町
字
西

浦
三
二

－

二

平
成
二
十
五
年

 

三
月
十
三
日

尾
口
慶
悦
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

大
友　

幸
子

車
塚　

信
夫

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
八
日

幸
福
実
現
党
利
府
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

村
上　

善
昭

小
原　

康
敬

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
五
日

佐
々
木
哲
男
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

山
川　

誠
一

斎
藤　

利
勝

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
九
日

佐
々
木
一
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

及
川　

正
雄

菅
原　

啓
助

平
成
二
十
五
年

 

三
月
十
八
日

佐
藤
さ
と
る
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

栗
原
市
築
館
伊
豆
一

－

八

－

四
五

栗
原
市
築
館
伊
豆
二

－

一
〇

－

四
三

－

一
二

平
成
二
十
五
年

 

三
月
十
二
日

　

代

表

者

の

氏

名

高
橋　

四
郎

木
川
田
正
光

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
藤　
　

篤

曽
根　

清
美

佐
藤
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名
取
市
増
田
二

－

四

－

四
八

名
取
市
増
田
三

－

二

－

七

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
六
日

東
海
林
京
子
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

塩
竈
市
清
水
沢
一

－

三

八

－

一
〇

塩
竈
市
藤
倉
二
丁
目
四

－

二
四

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
六
日

白
石
か
ら
政
治
と
平
和
を

考
え
る
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
々
木
辰
哉

羽
田
野
真
悟

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
六
日

親
幸
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

岩
松　

貴
子

佐
藤　
　

勝

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
八
日

鈴
木
ひ
で
ま
さ
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

大
川　
　

茂

大
立
目
康
男

平
成
二
十
五
年

 

二
月
二
十
六
日

須
田
善
明
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

鈴
木　

敬
幸

阿
部　

視
悦

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
九
日

大
日
本
天
誠
塾

会
計
責
任
者

の

氏

名

高
橋　

優
子

阿
部　

徳
敏

平
成
二
十
五
年

 

三
月
四
日

丹
野
の
り
ひ
こ
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
中

央
三

－

一

－

三
二

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東

四

－

一
六

－

五

平
成
二
十
五
年

 

三
月
一
日

中
沢
幸
男
の
会

会
計
責
任
者

岩
松　

貴
子

佐
藤　
　

勝

平
成
二
十
五
年

の

氏

名

 

三
月
二
十
八
日

二
階
堂
一
男
後
援
会

代

表

者

菅
原　

健
一

菅
原　

儀
八

平
成
二
十
五
年

の

氏

名

 

三
月
十
四
日

宮　　城　　県　　公　　報
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ほ
り
え
一
男
と
や
さ
し
い

ま
ち
づ
く
り
の
会

代

表

者

の

氏

名

千
葉　

賢
造

目
黒　
　

弘

平
成
二
十
五
年

 

二
月
二
十
二
日

宮
城
県
医
師
連
盟

代

表

者

の

氏

名

嘉
数　

研
二

伊
東　

潤
造

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
六
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
大

河
原
支
部

代

表

者

の

氏

名

八
重
樫
國
光

高
橋　

尚
敏

平
成
二
十
五
年

 

三
月
十
八
日

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

鈴
木　

孝
典

佐
藤　

征
治

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
川

崎
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前

川
字
中
町
一

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前

川
字
伊
勢
原
五
七

－

六

平
成
二
十
五
年

 

二
月
二
十
五
日

　

代

表

者

の

氏

名

鈴
木　

清
安

志
賀　

安
男

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
多

賀
城
・
七
ヶ
浜
支
部

会
計
責
任
者

の

氏

名

山
王　

英
男

高
橋　
　

巌

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
二
日

宮
城
県
隊
友
政
治
連
盟

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
宮
城
野
区
苦
竹

一

－

七

－

二
五

仙
台
市
若
林
区
上
飯
田

三

－

二
四

－

四
七

平
成
二
十
五
年

 

三
月
四
日

宮
城
県
理
政
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

大
山　

伸
人

鈴
木　

克
博

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
八
日

村
上
よ
し
あ
き
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

村
上　

善
昭

杉
船　

誠
一

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
五
日

森
山
ゆ
き
て
る
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

川
下　

文
彦

福
地　

勅
雄

平
成
二
十
五
年

 

二
月
五
日

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

森
山
わ
か
子

森
山
み
の
る

夢
、
創
造
の
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

森
山
わ
か
子

森
山
み
の
る

平
成
二
十
五
年

 

二
月
五
日

渡
辺
ひ
ろ
ふ
み
を
支
え
る

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三

－
五

－
一

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三

－

五

－

二

平
成
二
十
五
年

 
三
月
二
十
六
日

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

阿
部
和
夫
後
援
会

福
岡　
　

昇

平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日

鶉
橋
浩
之
を
励
ま
す
会

佐
藤　

公
夫

平
成
二
十
四
年
四
月
五
日

大
関
健
一
後
援
会

大
関　

雄
三

平
成
二
十
五
年
三
月
十
七
日

大
橋
信
彦
と
考
え
る
会

大
橋　

信
彦

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

尾
口
好
昭
後
援
会

原
谷　

丈
夫

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日

小
野
寺
善
孝
後
援
会

小
野
寺
徳
郎

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

日
下
俊
後
援
会

熊
谷　

貞
雄

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日

国
民
の
生
活
が
第
一
宮
城
県
総
支
部
連
合
会

齋
藤　

恭
紀

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

国
民
の
生
活
が
第
一
宮
城
県
第
１
区
総
支
部

横
田　

匡
人

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
日

国
民
の
生
活
が
第
一
宮
城
県
第
２
区
総
支
部

齋
藤　

恭
紀

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

佐
々
木
康
明
を
育
て
る
会

菊
地　

幹
雄

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

東
海
林
京
子
後
援
会

五
十
嵐
孝
夫

平
成
二
十
五
年
三
月
十
七
日

菅
原
幸
夫
後
援
会

武
田　

久
雄

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日

須
田
善
明
連
合
後
援
会

須
田　

善
明

平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

須
藤
ひ
ろ
し
後
援
会

稲
田　

政
雄

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

多
賀
城
を
こ
の
ま
ま
に
し
て
は
お
け
な
い
市
民
の
会

小
池　

信
彦

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日

髙
橋
辰
郎
後
援
会

渡
辺　
　

力

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日

玉
手
安
博
後
援
会

八
島　

国
光

平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

豊
澤
啓
司
後
援
会

豊
澤　

政
孝

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日

松
木
英
一
後
援
会

松
木　

英
一

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日

杜
の
会

池
田　

友
信

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

森
り
ょ
う
じ
後
援
会

高
橋　
　

昭

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

渡
辺
邦
信
後
援
会

渡
辺　

邦
信

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
二
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位

：円

）

宮　　城　　県　　公　　報
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〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

日
下
俊
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. ４
（
25. ２

. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

4,800

　
　
　
前
年
繰
越
額

4,800

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

　
（
資
金
管
理
団
体
）

須
田
善
明
連
合
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
須
田
　
善
明

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
女
川
町
長

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 29（
23. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

3,513,817

　
　
　
前
年
繰
越
額

413,817

　
　
　
本
年
収
入
額

3,100,000

２
　
支
出
総
額

3,513,817

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

3,100,000

　
　
　
個
人
分

2,000,000

　
　
　
政
治
団
体
分

1,100,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

475,901

　
　
　
光
熱
水
費

18,151

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

86,157

　
　
　
事
務
所
費

371,593

　
　
政
治
活
動
費

3,037,916

　
　
　
組
織
活
動
費

2,682,055

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

355,861

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
須
田
　
善
明

2,000,000
牡
鹿
郡
女
川
町

　
（
政
治
団
体
分
）

　
　
自
由
民
主
党
女
川
町
支
部

1,100,000
牡
鹿
郡
女
川
町

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

阿
部
和
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 27（
24. ９

. 30解
散
）

１
　
収
入
総
額

33,927

　
　
　
前
年
繰
越
額

1,927

　
　
　
本
年
収
入
額

32,000

２
　
支
出
総
額

32,173

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
32人
）

32,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

32,173

　
　
　
光
熱
水
費

15,281

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

16,892

鶉
橋
浩
之
を
励
ま
す
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. ８
（
24. ４

. ５
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

尾
口
好
昭
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 18（
24. 12. 25解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

日
下
俊
後
援
会

宮　　城　　県　　公　　報



（11）　平成25年４月16日　火曜日 第2449号

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

報
告
年
月
日
　
25. ３

. ４
（
25. ２

. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

4,800

　
　
　
前
年
繰
越
額

4,800

２
　
支
出
総
額

0

佐
々
木
康
明
を
育
て
る
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. ４
（
24. 12. 10解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

菅
原
幸
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 27（
24. ８

. １
解
散
）

１
　
収
入
総
額

9,115

　
　
　
前
年
繰
越
額

9,115

２
　
支
出
総
額

9,115

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

9,115

　
　
　
そ
の
他
の
経
費

9,115

須
藤
ひ
ろ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 15（
25. ３

. 15解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

多
賀
城
を
こ
の
ま
ま
に
し
て
は
お
け
な
い
市
民
の
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 18（
24. 12. 25解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

髙
橋
辰
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. １

. 24（
25. ２

. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

21,409

　
　
　
前
年
繰
越
額

16,309

　
　
　
本
年
収
入
額

5,100

２
　
支
出
総
額

16,392

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
17人
）

5,100

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

16,392

　
　
　
組
織
活
動
費

16,392

松
木
英
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 25（
25. ３

. 25解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

森
り
ょ
う
じ
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 12（
25. ３

. 12解
散
）

１
　
収
入
総
額

29,475

　
　
　
前
年
繰
越
額

680

　
　
　
本
年
収
入
額

28,795

２
　
支
出
総
額

29,475

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

28,795

　
　
　
個
人
分

28,795

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

29,475

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

29,475

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

29,475

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

28,795

宮　　城　　県　　公　　報



第2449号　平成25年４月16日　火曜日 （12）
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

　
（
資
金
管
理
団
体
）

杜
の
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
池
田
　
友
信

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
仙
台
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
25. ２

. 21（
24. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

阿
部
和
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 27（
24. ９

. 30解
散
）

１
　
収
入
総
額

19,754

　
　
　
前
年
繰
越
額

1,754

　
　
　
本
年
収
入
額

18,000

２
　
支
出
総
額

19,754

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
18人
）

18,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

19,754

　
　
　
光
熱
水
費

9,273

　
　
　
事
務
所
費

10,481

鶉
橋
浩
之
を
励
ま
す
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. ８
（
24. ４

. ５
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

大
関
健
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 21（
25. ３

. 17解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

大
橋
信
彦
と
考
え
る
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. ５
（
24. ７

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

尾
口
好
昭
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 18（
24. 12. 25解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

小
野
寺
善
孝
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 28（
24. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

日
下
俊
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. ４
（
25. ２

. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

4,800

　
　
　
前
年
繰
越
額

4,800

２
　
支
出
総
額

0

国
民
の
生
活
が
第
一
宮
城
県
総
支
部
連
合
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. ６
（
24. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

500,000

　
　
　
本
年
収
入
額

500,000

２
　
支
出
総
額

500,000

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
そ
の
他
の
収
入

500,000

　
　
　
事
務
経
費
と
し
て

500,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

500,000

　
　
　
人
件
費

500,000

国
民
の
生
活
が
第
一
宮
城
県
第
１
区
総
支
部

報
告
年
月
日
　
25. ２

. 28（
24. 12. 30解

散
）

１
　
収
入
総
額

920,840

　
　
　
本
年
収
入
額

920,840

２
　
支
出
総
額

920,840

宮　　城　　県　　公　　報



（13）　平成25年４月16日　火曜日 第2449号
３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

920,840

　
　
　
個
人
分

570,840

　
　
　
団
体
分

350,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

920,840

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

920,840

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

920,840

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
横
田
　
匡
人

560,840
仙
台
市
太
白
区

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

10,000

　
（
団
体
分
）

　
　
㈱
太
陽
観
光
開
発

300,000
仙
台
市
青
葉
区

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

50,000

国
民
の
生
活
が
第
一
宮
城
県
第
２
区
総
支
部

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 6（
24. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

佐
々
木
康
明
を
育
て
る
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. ４
（
24. 12. 10解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

東
海
林
京
子
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 26（
25. ３

. 17解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

菅
原
幸
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 27（
24. ８

. １
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

須
藤
ひ
ろ
し
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 15（
25. ３

. 15解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

多
賀
城
を
こ
の
ま
ま
に
し
て
は
お
け
な
い
市
民
の
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 18（
24. 12. 25解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

髙
橋
辰
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ２

. １
（
25. ２

. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

8,617

　
　
　
前
年
繰
越
額

5,017

　
　
　
本
年
収
入
額

3,600

２
　
支
出
総
額

7,000

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
13人
）

3,600

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

7,000

　
　
　
組
織
活
動
費

7,000

玉
手
安
博
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 26（
25. ３

. ４
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

豊
澤
啓
司
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ２

. 25（
25. ２

. 25解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

松
木
英
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 25（
25. ３

. 25解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

宮　　城　　県　　公　　報



第2449号　平成25年４月16日　火曜日 （14）

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

森
り
ょ
う
じ
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 12（
25. ３

. 12解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

渡
辺
邦
信
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 25（
24. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 15（
25. ３

. 15解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

髙
橋
辰
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 11（
25. ２

. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

21,325

　
　
　
前
年
繰
越
額

1,617

　
　
　
本
年
収
入
額

19,708

２
　
支
出
総
額

21,325

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
11人
）

3,300

　
　
寄
附

16,408

　
　
　
個
人
分

16,408

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

21,325

　
　
　
組
織
活
動
費

6,000

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

15,325

　
　
　
　
そ
の
他
の
事
業
費

15,325

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

16,408

玉
手
安
博
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 26（
25. ３

. ４
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

豊
澤
啓
司
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ２

. 25（
25. ２

. 25解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

松
木
英
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 25（
25. ３

. 25解
散
）

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

　
（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

大
関
健
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 21（
25. ３

. 17解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

日
下
俊
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. ４
（
25. ２

. 28解
散
）

１
　
収
入
総
額

4,800

　
　
　
前
年
繰
越
額

4,800

２
　
支
出
総
額

0

東
海
林
京
子
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 26（
25. ３

. 17解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

須
藤
ひ
ろ
し
後
援
会

宮　　城　　県　　公　　報



（15）　平成25年４月16日　火曜日 第2449号

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

代
表
者
の

氏　
　

名
　

届
出
年
月
日

藤
田　

利
彦

石
巻
市
長

藤
田
利
彦
と
未
来
の

石
巻
を
考
え
る
会

石
巻
市
渡
波
字
黄
金

浜
一
〇
九

－
三

藤
田　

利
彦

平
成
二
十
五
年

 

三
月
六
日

和
田　

政
宗

参
議
院
議
員

和
田
政
宗
後
援
会

仙
台
市
青
葉
区
上
杉

一

－
三

－
二
二

和
田　

政
宗

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
五
日

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
事

項
の
異
動
の

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

石
山　

敬
貴

衆
議
院
議
員

石
山
け
い
き
を
支
え

る
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

加
美
郡
加
美
町
南
寺

宿
七

－

六

塩
竈
市
尾
島
町
四

－

一

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団

体
の
指
定
の

取
消
し
の
届

出
を
し
た
者

の
氏
名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の

所　
　

在　
　

地

代
表
者
の

氏　
　

名
　

届
出
年
月
日

池
田　

友
信

仙
台
市
議
会
議
員

杜
の
会

仙
台
市
宮
城
野
区
仙

石
一
五

－

六

池
田　

友
信

平
成
二
十
五
年

 

二
月
二
十
一
日

須
田　

善
明

女
川
町
長

須
田
善
明
連
合
後
援

会

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川

浜
字
女
川
一
八
四

須
田　

善
明

平
成
二
十
五
年

 

三
月
二
十
九
日

監
査
委
員

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

森
り
ょ
う
じ
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. ３

. 12（
25. ３

. 12解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
2
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
等
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
25年
４
月
16日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
藤
　
　
俊
　
　
威
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
菅
　
　
間
　
　
　
　
　
進
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
25年
２
月
14日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
25年
３
月
28日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
仙
台
南
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。
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第2449号　平成25年４月16日　火曜日 （16）
　
　
　
 　
県
税
滞
納
額
縮
減
方
針
に
基
づ
き
震
災
に
よ
る
被
災
状
況
に
十
分
配
慮
し
な
が
ら
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
向

け
た
取
組
を
行
っ
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
町
村
と
の
共
同
催
告
の
実
施
，
地
方
税
法
第
48条
に
よ
る
直
接
徴
収
や
訪
問
に

よ
る
巡
回
指
導
，
県
税
還
付
金
差
押
え
の
支
援
な
ど
従
来
の
取
組
を
継
続
し
て
実
施
し
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
個
人
住
民
税
対
策
会
議
を
開
催
し
平
成
25年
度
予
定
の
個
人
住
民
税
特
別
徴
収
義
務
者
一
斉
指
定
に

向
け
た
準
備
を
推
進
し
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
に
つ
い
て
は
,　
自
動
車
税
を
重
点
と
し
て
滞
納
整
理
の
早
期
着
手
，
徹
底
し
た
財
産
調

査
，
換
価
・
取
立
が
容
易
な
預
貯
金
・
給
与
等
の
優
先
差
押
え
，
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
や
捜
索
に
よ
る
動
産
差
押
え

等
を
行
っ
た
。
ま
た
捜
索
に
よ
る
動
産
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
し
て
換
価
す
る
な
ど
,収
入
未
済
額
の
縮
減

に
努
め
た
。

　
⑶
　
　
塩
釜
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

152,376,606円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

415,527,294円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

567,903,900円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

227,487,874円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

404,013,335円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

631,501,209円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
24年
度
県
税
滞
納
額
縮
減
方
針
に
基
づ
き
平
成
24年
度
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
目
標
・
事
業
計
画
を
定

め
，
特
に
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
，
現
年
度
収
入
率
99％
，
滞
納
繰
越
分
40％
を
目
標
と
す
る
と
と
も
に
，
個

人
県
民
税
を
除
く
税
目
の
差
押
え
の
件
数
を
500件

と
し
て
収
入
確
保
に
努
め
た
。

　
　
　
 　
平
成
24年
12月
末
現
在
で
，
差
押
件
数
は
自
動
車
の
差
押
件
数
606件

を
含
む
649件

と
，
目
標
値
を
大
き
く

上
回
っ
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
財
産
調
査
を
進
め
る
等
収
入
未
済
額
の
縮
減
を
積
極
的
に
行
い
，
処
分
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
，
未

整
理
事
案
の
整
理
に
努
め
た
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

158,440,736円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

470,613,683円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

629,054,419円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

430,100,529円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

485,154,993円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

915,255,522円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
24年
度
に
お
い
て
は
，
更
な
る
滞
納
額
の
縮
減
を
図
る
た
め
，
班
内
を
初
動
チ
ー
ム
と
処
分
チ
ー
ム
に

分
け
，
こ
れ
ま
で
の
地
区
分
担
制
か
ら
機
能
分
担
制
に
変
更
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
，
滞
納
額
の
多
寡
に
か

か
わ
ら
ず
同
一
の
滞
納
処
分
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
 　
さ
ら
に
，
様
々
な
徴
収
対
策
（
税
目
毎
，
納
期
毎
）
に
つ
い
て
は
，
そ
の
企
画
毎
に
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
を
決

め
，
徴
収
対
策
を
講
じ
た
。

　
　
　
 　
な
お
，
自
動
車
の
差
押
・
預
金
差
押
処
分
に
つ
い
て
は
，
目
標
数
を
決
め
粛
々
と
滞
納
処
分
を
実
施
し
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
課
税
班
と
の
連
携
を
図
り
，
督
促
状
発
付
か
ら
滞
納
処
分
に
至
る
ま
で
の
期
間
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
⑵
　
　
仙
台
北
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

206,923,994円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

493,011,084円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

699,935,078円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

338,643,407円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

603,974,336円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

942,617,743円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
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さ
ら
に
，
滞
納
事
案
検
討
会
を
２
回
開
催
し
，
長
期
滞
納
者
及
び
大
口
滞
納
者
に
対
す
る
対
応
方
針
を
決
定

し
て
滞
納
整
理
に
あ
た
っ
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
管
内
市
町
と
連
携
し
た
特
別
徴
収
推
進
に
よ
り
，
先
行
し
て
実
施
し
て
い
た
多

賀
城
市
に
加
え
，管
内
全
市
町
が
平
成
25年
度
か
ら
特
別
徴
収
義
務
者
一
斉
指
定
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
県
税
還
付
金
差
押
え
な
ど
の
支
援
に
取
り
組
ん
だ
。

　
⑷
　
北
部
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

166,733,366円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

518,781,124円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

685,514,490円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

221,797,235円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

495,638,217円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

717,435,452円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
１
　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て

　
　
　
　
 　
収
入
未
済
額
合
計
の
81％
を
占
め
る
当
該
県
税
に
つ
い
て
は
，
平
成
24年
度
に
お
い
て
管
内
市
町
等
と
個

人
住
民
税
特
別
徴
収
義
務
者
一
斉
指
定
に
向
け
た
会
議
を
４
回
に
わ
た
り
開
催
し
協
議
を
重
ね
た
結
果
，
管

内
全
市
町
が
平
成
25年
度
か
ら
の
一
斉
指
定
を
目
指
す
こ
と
と
な
り
，
収
入
未
済
額
縮
減
に
向
け
て
大
き
な

推
進
と
な
っ
た
。

　
　
　
２
　
自
動
車
税
に
つ
い
て

　
　
　
　
 　
収
入
未
済
額
合
計
に
占
め
る
割
合
が
，
個
人
県
民
税
に
次
ぐ
13％

と
な
っ
て
い
る
当
該
県
税
に
つ
い
て

は
，
平
成
23年
度
収
入
未
済
額
は
前
年
度
よ
り
増
加
し
た
が
，
滞
納
者
個
々
の
財
産
状
況
に
応
じ
た
滞
納
処

分
を
行
う
等
効
率
的
な
滞
納
整
理
を
徹
底
し
た
結
果
，
平
成
25年
２
月
末
現
在
で
，
す
で
に
平
成
23年
度
収

入
未
済
額
を
下
回
っ
た
。

　
　
　
３
　
そ
の
他
県
税
に
つ
い
て

　
　
　
　
 　
現
年
度
課
税
分
に
つ
い
て
は
，
担
当
職
員
を
決
め
，
督
促
状
発
付
後
速
や
か
に
催
告
を
行
っ
た
。
特
に
50

万
円
以
上
の
大
口
課
税
分
に
つ
い
て
は
，
納
期
限
前
か
ら
注
視
し
，
納
期
限
経
過
後
速
や
か
に
納
税
確
認
の

電
話
を
入
れ
る
等
し
て
納
税
を
促
し
成
果
を
上
げ
て
い
る
。

　
⑸
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

31,604,039円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

120,487,551円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

152,091,590円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

41,820,676円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

129,037,413円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

170,858,089円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
滞
納
額
の
８
割
を
占
め
る
個
人
県
民
税
徴
収
対
策
と
し
て
，
栗
原
・
大
崎
・
登
米
管
内
の
県
税
事
務
所
及
び

市
町
が
連
携
し
て
特
別
徴
収
義
務
者
一
斉
指
定
に
向
け
た
打
合
会
（
３
回
開
催
）
を
立
ち
上
げ
，
情
報
共
有
や

移
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
平
準
化
を
図
る
な
ど
し
た
結
果
，
平
成
25年

度
か
ら
一
斉
指
定
で
き
る
見
込
み
で
あ

り
，
こ
れ
に
よ
り
更
な
る
縮
減
が
期
待
さ
れ
る
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
の
縮
減
対
策
と
し
て
，
滞
納
者
の
資
力
調
査
（
上
半
期
324人

分
，
下
半
期
531人

分
）
を
実
施
し
，
担
税
力
を
把
握
す
る
と
と
も
に
「
所
長
の
思
い
」
に
基
づ
く
滞
納
整
理
の
強
化
に
よ
り
，
目

標
で
あ
る
差
押
件
数
（
100件

）
は
平
成
25年
２
月
末
で
達
成
し
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
自
動
車
税
現
年
滞
納
者
対
策
と
し
て
，
平
成
25年
２
月
～
３
月
を
滞
納
整
理
強
化
月
間
と
し
て
位
置

づ
け
，
出
資
金
の
積
極
的
な
差
押
え
な
ど
戦
略
的
な
滞
納
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
，
収
入
未
済
額
は

平
成
23年
度
決
算
よ
り
も
縮
減
が
図
ら
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
・
平
成
24年
２
月
末
収
入
率
（
現
滞
計
）
83.82％

　
　
　
　
　
平
成
25年
２
月
末
収
入
率
（
現
滞
計
）
86.39％

　
　
　
　
　
（
前
年
同
月
比
2.57ポ

イ
ン
ト
増
）

　
　
　
　
・
平
成
24年
２
月
末
収
入
未
済
額
（
現
滞
計
）
558,316千

円

　
　
　
　
　
平
成
25年
２
月
末
収
入
未
済
額
（
現
滞
計
）
511,783千

円
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（
前
年
同
月
比
46,533千

円
縮
減
）

　
⑹
　
東
部
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

112,491,803円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

628,727,614円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

741,219,417円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

343,880,217円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

577,810,401円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

921,690,618円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
24年
度
に
お
い
て
，
以
下
の
対
応
策
を
講
じ
税
収
の
確
保
に
努
め
た
。

　
　
　
１
　
滞
納
処
分
の
促
進
（
２
月
末
現
在
）

　
　
　
　
・
自
動
車
の
差
押
促
進

　
　
　
　
　
実
績
　
420件

（
前
々
年
度
191件

）

　
　
　
　
・
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
の
実
施

　
　
　
　
　
実
績
　
５
件
（
前
々
年
度
　
６
件
）

　
　
　
　
・
自
動
車
税
滞
納
繰
越
分
の
収
入
率
向
上

　
　
　
　
　
目
標
　
40％
　
２
月
末
現
在
　
41.48％

　
　
　
２
　
収
入
未
済
額
の
縮
減
対
策
（
２
月
末
現
在
）

　
　
　
　
・
不
納
欠
損
処
理

　
　
　
　
　
実
績
　
46,322千

円
（
前
々
年
度
　
40,511千

円
）

　
　
　
３
　
個
人
県
民
税
の
徴
収
対
策

　
　
　
　
　
平
成
25年
度
特
別
徴
収
義
務
者
一
斉
指
定
に
向
け
た
予
告
書
の
送
付

　
　
　
　
　
石
巻
市
　
5,075件

　
　
　
　
　
東
松
島
市
　
6,099件

　
⑺
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

45,725,271円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

113,608,637円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

159,333,908円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

54,989,505円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

126,812,460円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

181,801,965円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
 　
個
人
県
民
税
の
税
収
確
保
と
し
て
登
米
市
と
の
共
同
催
告
書
を
発
送
し
た
。
ま
た
,平
成
25年

度
の
個
人

住
民
税
特
別
徴
収
義
務
者
一
斉
指
定
に
向
け
て
，
打
合
会
の
開
催
や
名
簿
作
成
な
ど
を
支
援
し
た
。

　
　
　
〇
 　
換
価
が
容
易
な
預
貯
金
な
ど
の
差
押
え
を
中
心
に
滞
納
処
分
を
強
化
し
た
。

　
　
　
〇
 　
財
産
調
査
を
実
施
し
て
滞
納
処
分
に
活
用
す
る
と
と
も
に
，
資
力
の
な
い
滞
納
者
に
は
処
分
停
止
を
す
る

な
ど
，
債
権
管
理
を
行
っ
た
。

　
⑻
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

55,001,745円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

221,627,432円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

276,629,177円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

193,666,780円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

200,718,685円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

394,385,465円
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ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
23年
度
に
つ
い
て
は
，
震
災
直
後
で
甚
大
な
被
害
地
域
で
あ
っ
た
た
め
，
差
押
え
を
見
合
わ
せ
，
催
告

書
及
び
差
押
予
告
書
に
よ
り
滞
納
整
理
に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
 　
平
成
24年
度
に
つ
い
て
は
，
住
民
税
課
税
状
況
調
査
や
財
産
調
査
を
行
い
，
資
力
の
あ
る
滞
納
者
に
対
し
て

預
金
，
自
動
車
及
び
生
命
保
険
等
を
差
押
え
し
，
滞
納
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
 　
な
お
，
平
成
24年

度
の
差
押
件
数
は
，
差
押
目
標
件
数
100件

に
対
し
て
，
平
成
25年
２
月
末
現
在
で
75件

執
行
し
て
い
る
。

　
⑼
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
及
び
未
熟
児
療
育
費
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促

進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。　

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,155,050円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

9,137,898円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
11,292,948円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,055,315円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

6,998,670円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
11,053,985円

　
　
　
　
〇
未
熟
児
療
育
費

　
　
　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

29,786円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

105,959円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

135,745円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

152,260円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

52,246円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

204,506円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
未
納
者
に
つ
い
て
は
，
催
促
状
に
よ
る
通
知
後
，
滞
納
及
び
未
償
還
者
に
対
し
て
，
文
書
，
電
話
及
び
直
接

訪
問
，
連
帯
保
証
人
の
活
用
（
母
子
等
貸
付
金
の
み
）
に
よ
る
納
入
・
償
還
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
 　
対
象
者
に
は
償
還
が
困
難
な
者
も
い
る
が
，
今
後
も
引
き
続
き
収
納
促
進
を
図
る
と
と
も
に
，
収
納
申
告
，

届
出
義
務
の
指
導
の
徹
底
，
貸
付
時
の
調
査
徹
底
を
図
り
，
未
納
者
発
生
の
防
止
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
　
電
話
等
の
実
績
（
９
月
～
12月
）

　
　
　
　
文
書
30件
，
電
話
251件

，
訪
問
93件

　
⑽
　
拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
需
用
費
に
お
い
て
，
支
出
金
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
修
繕
費
の
支
出
に
つ
い
て
，
誤
っ
て
請
求
金
額
と
異
な
る
金
額
を
支
出
命
令
し
た
も
の

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
正
規
支
出
金
額
 
21,000円

　
　
　
　
・
支
出
済
金
額
 
210,000円

　
　
　
　
・
返
納
額
 

189,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
複
数
の
目
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
が
，
結
果
と
し
て
誤
り
を
見
逃
し
た
こ
と
か
ら
，
再
発
防
止
の
た
め
，
入

力
後
の
再
確
認
等
さ
ら
に
チ
ェ
ッ
ク
を
厳
格
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
⑾
　
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
事
務
事
業
の
執
行
管
理
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
郵
便
切
手
の
紛
失

　
　
　
　
　
 　
平
成
23年

11月
１
日
の
払
出
以
降
，
郵
便
切
手
10,650円

分
を
保
管
し
て
い
た
フ
ァ
イ
ル
が
紛
失
し
た

も
の

　
　
　
　
〇
職
員
宿
舎
料
の
支
払
遅
延

　
　
　
　
　
①
　
平
成
23年
４
月
分
職
員
宿
舎
料

　
　
　
　
　
　
・
金
額
　
60,600円

　
　
　
　
　
　
・
納
期
限
　
平
成
23年
５
月
１
日
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公
安
委
員
会

　
　
　
 　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
，
払
出
し
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い

よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
物
品
購
入
契
約
に
係
る
契
約
保
証
金
返
還
金

　
　
　
　
　
・
未
払
出
額
　
207,900円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
監
査
で
指
摘
さ
れ
た
後
，
直
ち
に
業
者
よ
り
契
約
保
証
金
払
戻
請
求
書
の
提
出
を
受
け
，
支
払
い
を
行
っ
た
。

　
　
　
 　
今
後
は
業
者
と
の
契
約
書
締
結
時
に
，
契
約
保
証
金
払
戻
請
求
書
を
添
付
し
て
契
約
書
を
送
付
す
る
こ
と
に

し
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
歳
入
歳
出
外
現
金
整
理
票
を
毎
月
出
力
し
複
数
者
で
保
管
金
の
内
容
確
認
を
行
う
こ
と
に
よ
り
，
払

出
漏
れ
を
防
止
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
・
支
払
日
　
平
成
24年
２
月
28日

　
　
　
　
　
②
　
平
成
23年
10月
分
職
員
宿
舎
料

　
　
　
　
　
　
・
金
額
　
36,690円

　
　
　
　
　
　
・
納
期
限
　
平
成
23年
10月
31日

　
　
　
　
　
　
・
支
払
日
　
平
成
24年
２
月
28日

　
　
　
　
〇
延
滞
金
の
支
払

　
　
　
　
　
　
職
員
宿
舎
料
の
支
払
遅
延
に
伴
い
延
滞
金
を
支
払
っ
た
も
の

　
　
　
　
〇
帰
属
不
明
な
現
金

　
　
　
　
　
・
金
額
　
903円

　
　
　
　
〇
不
適
正
な
事
務
処
理

　
　
　
　
　
 　
収
入
証
紙
の
返
還
請
求
に
対
す
る
還
付
遅
延
，
非
常
勤
職
員
の
社
会
保
険
加
入
及
び
脱
退
手
続
の
遅
延

等
，
適
正
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
も
の

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
１
　
処
理
状
況

　
　
　
　
 　
事
務
事
業
の
執
行
管
理
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
，
事
実
関
係
の
調
査
と

職
員
の
法
令
違
反
等
の
報
告
（
Ｈ
23. 12）

及
び
亡
失
等
事
実
確
認
報
告
（
Ｈ
24. ２

）
を
行
い
，
未
処
理
の

事
務
に
つ
い
て
は
，
平
成
23年
度
内
に
処
理
し
た
。

　
　
　
　
 　
な
お
，
帰
属
不
明
な
現
金
（
903円

）
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
処
理
に
つ
い
て
，
関
係
機
関
と
協
議
し
処

理
に
努
め
る
。

　
　
　
２
　
対
応
策

　
　
　
　
 　
今
後
再
び
，
こ
の
よ
う
な
不
適
切
な
取
扱
い
が
発
生
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
，
下
記
の
改
善
策
を
実
施
す

る
と
と
も
に
，
綱
紀
粛
正
と
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
に
努
め
，
事
務
事
業
の
全
般
に
わ
た
り
よ
り
一
層
適
正

な
執
行
管
理
に
努
め
る
。

　
　
　
　
〔
改
善
策
〕

　
　
　
　
　
・
現
金
等
及
び
金
庫
の
管
理
徹
底

　
　
　
　
　
・
切
手
払
出
及
び
確
認
行
為
の
徹
底

　
　
　
　
　
・
 正
副
担
当
者
制
の
完
全
実
施
に
よ
り
，
班
員
相
互
に
事
務
の
進
行
管
理
を
行
い
，
事
務
処
理
の
遅
延
等

の
防
止
を
図
る
と
と
も
に
，業
務
の
課
題
，各
人
が
抱
え
る
問
題
点
等
の
情
報
を
共
有
し
，必
要
な
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
が
迅
速
に
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　
⑿
　
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
52号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年
法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
25年
４
月
16日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
猪
俣
　
好
正
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
日

　
⑴
　
警
備
業
務
の
区
分

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
１
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
⑵
　
実
施
期
日

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
　
　
平
成
25年
６
月
５
日
（
水
）
か
ら
同
月
14日
（
金
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
８
日
間

　
　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
　
　
平
成
25年
７
月
３
日
（
水
）
か
ら
同
月
12日
（
金
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
８
日
間

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
第
１
回

　
　
　
　
　
平
成
25年
６
月
10日
（
月
）
か
ら
同
月
13日
（
木
）
ま
で
の
４
日
間

　
　
　
イ
　
第
２
回
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平
成
25年
７
月
８
日
（
月
）
か
ら
同
月
11日
（
木
）
ま
で
の
４
日
間

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
付
人
員

　
　
第
１
回
、
第
２
回
と
も
新
規
取
得
講
習
及
び
追
加
取
得
講
習
あ
わ
せ
て
40人

４
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
 　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と

い
う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と

い
う
。）
に
係
る
法
第
23条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者

　
　
ウ
 　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」

と
い
う
。）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
 　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号

警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
 　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧

２
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
　
 　
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
１
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
22条
第
２
項
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。）
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械

警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
58年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
７
条
に
規
定

す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
で
あ
っ
て
、
前
記
⑴
－
ア
～
オ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

５
　
事
前
申
込
み

　
⑴
　
受
付
専
用
電
話

　
　
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
環
境
課
受
付
専
用
電
話
（
022-224-7311）

に
て
事
前
申
込
み
を
受
け
付
け
る
。

　
　
　
な
お
、
１
回
の
電
話
で
の
受
付
は
１
人
と
す
る
。

　
⑵
　
受
付
期
間

　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
 　
平
成
25年
５
月
１
日
（
水
）
か
ら
同
月
９
日
（
木
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
５
日
間
（
５
月
１

日
か
ら
８
日
ま
で
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
９
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
 　
平
成
25年
６
月
６
日
（
木
）
か
ら
同
月
12日
（
水
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
５
日
間
（
６
月
６
日
か
ら

11日
ま
で
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
12日
は
午
後
３
時
ま
で
）

　
　
　
※
　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

６
　
受
講
手
続
き

　
 　
事
前
申
込
み
に
よ
り
予
約
番
号
を
所
得
し
た
者
に
対
す
る
受
講
手
続
き
は
、
次
の
と
お
り
行
う
。

　
⑴
　
申
請
受
付
期
間

　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
 　
平
成
25年
５
月
10日
（
金
）
か
ら
同
月
16日
（
木
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
５
日
間
（
毎
日
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
 　
平
成
25年
６
月
13日
（
木
）
か
ら
同
月
19日
（
水
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
５
日
間
（
毎
日
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

　
⑵
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
 　
事
前
申
込
み
の
際
に
指
定
先
警
察
署
を
指
定
す
る
の
で
、
申
請
受
付
期
間
内
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
生
活
安
全

課
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
　
イ
　
資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し
　
１
通
（
追
加
取
得
講
習
受
講
者
の
み
）

　
　
ウ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
　
ア
　
前
記
４
－
⑴
－
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
最
近
５
年
間
に
、
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
警

備
業
者
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴

書
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イ
　
前
記
４
－
⑴
－
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
ウ
　
前
記
４
－
⑴
－
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１

号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
エ
　
前
記
４
－
⑴
－
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し

　
　
　
オ
　
前
記
４
－
⑴
－
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
エ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
本
人
か
ら
の
委
任
状

　
⑷
　
受
講
手
数
料

　
　
 　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
21号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
63の
項
に
基
づ
き
、

新
規
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
47,000円

、
追
加
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
23,000円

の
額
に
相
当
す

る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
既
納
の
受
講
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

７
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

８
　
そ
の
他

　
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

　
　
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3184、

3185）
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